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一

草
創
期
の
仁
和
寺

に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ

で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
(一)
創
建

の
年
次

・
場
所

・
目
的
に

つ

い

て

ふ

れ
、
あ
わ
せ
て
(
二
)
な
ぜ
初
期
の
仁
和
寺
が
天
台
宗
の
寺
院
と
し
て
出
発

し
た
の
か
、
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

ま
ず
、
創
建
年
次
に
つ
い
て
み
て
お
く
。
通
説
で
は
、
仁
和
寺
は

光
孝
天
皇
が
仁
和
二
年

(八
八
六
)
勅
を
下
し
て
、
宝
柞
無
窮

・
鎮
護
国

家
を
祈

ら
ん
が
た
め
に
、
葛
野
郡
小
松
郷
大
内
山
の
麓
を
卜
し
て
伽
藍

の
創
立
に
着
手
し
た
が
、

同
三
年
八
月
完
成
を
見
な
い
う
ち
に
崩
御
さ

れ
、
宇
多
天
皇
が
父
帝

の
遺
旨
を
継
い
で
完
成
さ
せ
、
同
四
年
八
月
落

慶
供
養
を
修
し
た
、
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
通
説
に
対
し
て
、
訂
正
す

べ
き
こ
と
を
最
初
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
福
山
敏
男
博
士
で
あ

つ
た
。
ま

た
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
紺
野
敏
文
氏
も
通
説
と
異
な
る
見
解
を
示

さ
れ
た
。
福
山

・
紺
野
両
氏
の
論
考
を
参
照
し
な
が
ら
、
以
下
、
仁
和

寺
の
創
立
事
情
と
そ
の
年
次
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

仁
和
寺
の
創
立
に
つ
い
て
記
す
史
料
の
間
に
は
、
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン

ス
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
違
い
を
詳
細
に
み
て
み
る
と
、
創
立

に
関
し
て
以
下

の
十
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

(1)
仁
和
元
年
十
月
…
…
『
高
野
春
秋
』
所
収

「寛
信
長
者
記
」

(2)
光
孝
天
皇
の
創
立
…
…
心
蓮
院
本

『仁
和
寺
御
伝
』
・
『仁
和
寺
諸
堂
記
』

所
収

「北
院
御
室
御
記
」

(3)
仁
和
天
皇
の
御
願
…
…
寛
弘
四
年
十
二
月
十
七
日

「仁
和
寺
済
信
奏
状
」

(4)
仁
和
三
年
八
月
供
養
…
…
『
一
代
要
記
』

(5)
光
孝
天
皇
建
立

・
寛
平
法
皇
供
養
…
…
『
仁
和
寺
諸
堂
記
』
・
『本
要
記
』

(6)
光
孝
天
皇
御
願

・
仁
和
四
年
八
月
建
立
供
養
…
…
『
山
城
名
跡
志
』

(7)
光
孝
天
皇
建
立

・
仁
和
四
年
八
月
供
養
…
…
『
本
寺
堂
院
記
』
・
『伊
呂
波

字
類
抄
』

(3)
仁
和
四
年
八
月
寛
平
法
皇
供
養
…
…
『
御
室
相
承
記
』

(
9
)
宇
多
法
皇
の
草
創
…
…
延
喜
七
年
五
月
二
日
付
太
政
官
符

・
『本
寺
堂
院

記
所
収

「本
寺
惣
礼
導
師
表
白
」
・
『帝
王
編
年
記
』

(10
)寛
平
元
年
八
月
落
慶
…
…
『
元
亨
釈
書
』

と
な
る
。
こ
こ
で
通
説

の
仁
和
二
年
勅
を
下
し
て
建
立
を
は
じ
め
た
と

す
る
説
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
右

の
十
種
の
中
に
は
、
光
孝
天

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
雀
第
二
號

平
成
元
年
三
月

一
四
九
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仁
和
寺
の
創
立
と
寛
平
法
皇

(武

内
)

一
五
〇

皇

の
建
立
ま
た
は
光
孝
天
皇
の
御
願
と
記
す
史
料
は
見
ら
れ
る
が
、
通

説
に
い
う
仁
和
二
年
勅
を
下
し
て
建
立
を
は
じ
め
た
と
す
る
記
事
は
い

ず
れ
に
も
見
当
ら
な
か
つ
た
。
正
史
で
あ
る

『
三
代
実
録
』
仁
和
二
年

条
を
見
て
も
、
十
二
月
十
四
日
光
孝
天
皇
は
芹
川
野
に
行
幸
し
、
源
定

省

(
の
ち
の
宇
多
天
皇
)
に
帯
錺
を
賜
い
、
同
二
十
五
日
神
泉
苑
に
行
幸

し
さ
ら
に
北
野

に
幸
し
た
記
事
は
見
ら
れ
る
が
、
直
接
仁
和
寺
の
創
立

に
関
す
る
記
述
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、

こ
の
年
は
三
月

十
三
日
暴
風
雷
雨
に
よ
り
東
寺
新
造
塔
が
焼
失
し
、
四
月
十
四
日
月
蝕

が
あ
り
、
ま
た
こ
の
四
月
は
天
気
陰
塞
に
し
て
人
々
は
綿
衣
を
着
る
と

あ
り
、

五
月

一
日
日
蝕

・
十
月

一
日
に
も
日
蝕
が
あ

つ
た
と
天
変
が
記

さ
れ
、

五
月
二
十
六
日
長
日
石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮
が
自
鳴
し
、
七
月

二
十
九
日
夜
亥
時
に
紫
震
殿
前
に
長
人
が
現
わ
れ
、
九
月
十

一
日
に
は

亥
か
ら
子

の
刻
に
か
け
て
大
鈴
が
鳴
り
わ
た
る
と
い

つ
た
怪
奇
現
象
が

み
ら
れ
、

ま
た
天
皇

は
三
月
二
日

・
八
月
十
八
日

・
十
月
四
日
と
三
た

び
聖
体
不
予
と
な
り
、
十
月
十

一
日
に
は
延
暦
寺
座
主
円
珍
を
紫
震
殿

に
屈
請
し
て
護
摩
法
を
修
せ
し
め
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
こ
と
と
仁
和

寺
の
創
立
と
の
関
係
の
有
無
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も

し
勅
が
出
さ
れ
て
い
た
な
ら
ぽ
、
正
史

で
あ

る

『
三
代
実
録
』
、
官
符

を
集
め
た

『
類
聚
三
代
格
』
な
ど
に
収
載
さ
れ
て
て
い
て
し
か
る
べ
き

で
あ
る
が
、
勅

の
こ
と
を
記
す
史
料
は
全
く
見
当
ら
な
い
。
し
た
が

つ

て
、
通
説

で
い
う
と
こ
ろ
の
仁
和
二
年
勅
を
下
し
て
創
立
に
着
手
し
た

と
す
る
説
は
、
今
日
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
は
疑
わ
し
い
説
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

創
草
期
の
仁
和
寺
を
知
る
上
で
最
も
信
頼
で
き
、

か
つ
基
本
と
な
る

史
料

は
寛
平
二
年

(
八
九
〇
)
十

一
月
二
十
三

日
付

(以
下
、
寛
平
二
年

官
符
と
称
す
)
と
、
延
喜
七
年

(九
〇
七
)
五
月
二
日
付

(以
下
、
延
喜
七

年
官
符
と
称
す
)
の
太
政
官
符
で
あ
る
。
寛
平
二
年
官
符

は
、
仁

和

寺

初
代
別
当
幽
仙
の
奏
請
に
よ
り
、
仁
和
寺
に
砒
盧
遮
那
業

一
人

・
摩
詞

止
観
業

一
人
の
計
二
人
の
年
分
度
者
が
置
か
れ

た
時
の
も
の
で
あ
り
、

延
喜
七
年
官
符
は
、
二
代
別
当
観
賢

の
奏
状
に
よ
り
、
仁
和
寺
住
僧
も

円
成
寺

・
浄
福
寺
の
住
僧
と
と
も
に
三
会
の
聴
衆

・
立
義
に
輪
番
で
出

仕
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
以
下
、

こ
の
二
つ
の
官

符
を
中
心
に
仁
和
寺

の
創
立
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
創
立
年
次
で
あ
る
が
、
延
喜
七
年
官
符

に

「仁
和
寺
。
是
寛
平
御

世
奉
二為
仁
和
先
帝
一所

創
立
一也
」
と
あ

つ
て
、
「寛
平
御
世
」

(宇
多
天

皇
)
が

「仁
和
先
帝
」

(父
光
孝
天
皇
)
の
た
め

に
創
立
せ
ら
れ
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
。

一
方
、
寛
平
二
年
官
符
に
は

具
体

的
な
記

述

は
な

い
が
、
「
仁
和
寺
は
建
立
し
て
か
ら
年
が
浅
く
、

止
住
の
人
が
乏
し
い
」

(
十
七

力
)

と
あ
る
。
ま
た
、

『
日
本
紀
略
』
仁
和
四
年
条

に
、

「
八
月
十

一
日
、
壬

午
、
於
二新
造
西
山
御
願
寺

先
帝
周
忌
御
斎
会
、
准
二国
忌
之
例
ご

と
あ
り
、

こ
こ
に
は
先
帝
光
孝
天
皇
の

一
周
忌
の
法
要
が
取
り
行
わ
れ
た
こ
と
だ

け
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
時
新
造

の
西
山
御
願
寺
す
な
わ
ち

仁
和
寺
の
落
慶
供
養
も
併
せ
て
行
な
わ
れ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
上

に
み
た
史
料
か
ら
、
仁
和
寺
は
仁
和
四
年
八
月
寛
平

(宇
多
)
天
皇
が
先
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帝
光
孝
天
皇
の
た
め
に
創
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ぎ

に
、
仁
和
寺
は
ど
こ
に
建
て
ら
れ
た
か
で
あ
る
が
、
寛
平
二
年

官
符
に

「何
況
伽
藍
在
二山
陵
内
叩
諸
人
去
来
不
二必
自
由
叩
(中
略
)
建
二立
精

舎
於
山
陵
ご

と
あ

つ
て
、
仁
和
寺
の
伽
藍
は
山
陵
す
な
わ
ち
光
孝
天
皇

陵

(小
松
山
陵
)
内
に
建
て
ら
れ
て
い
た
の
で
人

々
が
自
由
に
往
来

す

る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
あ
る
。
ま
た

『
日
本
紀
略
』
仁
和
三
年
九

月
条
に
、
「八
日
、
戊
寅
、
参
議
左
大
弁
橘
広
相
等
、
向
二小
松
山
陵
一定
二兆
域

四
至
噛令
レ壊
二其
内
所
レ在
八
寺
こ

と
あ

つ
て
、
小
松
山
陵

の
陵
域
が
定
め

ら
れ
た
時
、
陵
域
に
存
在
し
た
八
つ
の
寺
が
壊
た
れ
た
と
あ
る
の
で
、

少
な
く

み
て
も
山
陵

の
一
辺
は
五

・
六
町
は
あ

つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

で
は
、
仁
和
寺
が
建
て
ら
れ
た
小
松
山
陵
は
ど
こ
に
あ

つ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
仁
和
寺

の
創
建
当
初
と
現
在
の
位
置
が
相
違
し
て
い
る
通
と

を
最
初

に
指
摘
さ
れ
た
の
も
福
山
敏
男
博
士
で
あ

つ
た
。
私
は
山
陵
を

比
定
す

る
だ
け

の
史
料
を
持
た
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
福
山
博
士
の
高

説
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
第

一
に

『
延
喜
式
』
二
十

一

光
孝
天
皇
、
在
山
城
国
葛
野
郡
田
邑
郷
立
屋
里
小
松
原
、
陵
戸
四
姻
、
四

後
田
邑
陵
、
至
西
限
芸
原
岳
、
南
限
大
道
、
東
限
清
水
寺
東
、
北
限
大
苓

(以
下
略
)

の
四
至

の
記
述

に
基
づ
き
、
小
松

・
小
松
寺

・
神
応
寺

・
木
寺

・
立
屋

里

・
清

水
寺
な
ど
を
検
討
さ
れ
た
結
果
、
初
期
の
小
松
山
陵
の
地
は
隻

ヶ
岡
の
西
麓
の
あ
た
り
が
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
第

二

に
、
『
西
宮

記
』
や

『江
家
次
第
』
十

一
の

後
田
邑
納
言
以
下
人
数
三
人
時
、
此
使
或
兼
後
山
階
宇
治

等
、
光
孝
天
皇
、
在
仁
和
寺
西
、
大
教
院
良
、

に
基
づ
き
、
大
教
院

・
北
院

・
北
院
廟
所

・
観
音
院

・
済
信
塚
な
ど
の

位
置
の
検
討
か
ら
は
、
大
体
今
の
仁
和
寺
境
内

地
が
小
松
山
陵
地
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
第
三
に
、
記
録
か
ら
昌
泰
二
年

(
八
九
九
)
と
延

喜

四

年

(九
〇
四
)
に
円
堂
院

の
供
養
を
行
な

つ
た

こ
と
が
知
ら

れ
、

こ
れ

よ
り
仁
和
寺
も
円
堂
院
も
と
も
に
大
内
山
か
ら
現
在
の
宇
多
野
の
地
に

移
築
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
、
最
初

の
建
立
地
大
内
山
は
弘
安

七
年

(
二
一八
四
)
に
没
し
た
法
助
の

『
開
田
准
后
記
』
の
記
述
か
ら
、

池
尻
つ
ま
り
現
在

の
法
金
剛
院
の
あ
た
り
と
み
な
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
時
代
に
よ
り
小
松
山
陵

の
位
置
が
動

い
て
お
り
、

い
ず

れ
と
も
決
し
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
寛
平
二
年
官
符

に
よ

つ

て
、
最
初

の
仁
和
寺
が
小
松
山
陵
内
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
だ
け
は
確
か

で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
仁
和
寺
は
ど
の
よ
う
な
目
的
で
建

て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
寛
平
二
年
官
符
に
つ
ぎ

の
ご
と
く
記
さ
れ
て

い
る
。

如
今

聖
主
陛
下
。
近
為
レ荘
一巌
山
陵
叩
遠
為
レ
興
一隆
仏
法
叩
建
二立
精
舎
於

山
陵
幻奉
レ廻
二白
業
於
聖
霊
叩廻
向
之
志
既
期
二万
劫
叩紹
隆
之
誠
貴
限
二
一
代
叩

(中
略
)
書
則
令
レ転
一一読
金
光
明
妙
法
花
噸専
以
護
二誓
聖
主
宝
柞
叩夜
則
念
二

持
弥
陀
真
言
等
叩
一
向
奉
レ廻
二

先
帝
聖
魂
叩
(以
下
略
)

こ
こ
に
、
仁
和
寺
は
近
く
は
山
陵
を
荘
厳
せ
ん
が
た
め
に
、
遠
く
は

仏
法
を
興
隆
せ
ん
が
た
め
に
、
精
舎
を
山
陵
に
建
立
し
た
と
あ
り
、

一

方
幽
仙
は
仁
和
寺
に
置
か
れ
た
年
分
度
者
を
も

つ
て
、
昼
は
天
皇

の
宝

仁
和
寺

の
創
立

と
寛
平
法
皇

(武

内
)

一
五

一
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仁
和
寺
の
創
立
と
寛
平
法
皇

(武

内
)

一
五
二

柞
延
長
を
祈

つ
て

『
金
光
明
経
』
『法
華
経
』
を
転
読
せ

し

め
、
夜
に

は
先
帝

の
聖
魂
に
廻
向
す
る
た
め
阿
弥
陀
の
真
言
等
を
念
持
し
た
い
と

記
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
仁
和
寺
の
建
立
の
目
的
は
、
第

一
に
光

孝
天
皇
陵

の
荘
厳
と
聖
霊
供
養

の
た
め
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
仏
法
の
興

隆
を
祈
る
た
め
で
あ

つ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上

の
ご
と
く
、
仁
和
寺
の
創
草
期
に
近

い
信
頼
で
き
る
史
料
に
よ

る
な
ら
ば
、
仁
和
寺
の
造
営
は
仁
和
三
年
八
月
の
光
孝
天
皇
崩
御
後
直

ち
に
着
手
さ
れ
、
翌
四
年
八
月
周
忌
法
会
に
あ
わ
せ
て
落
慶
し
た
と
考

え
ら
れ
、

創
立
の
目
的
は
光
孝
天
皇
陵

の
荘
厳
と
聖
霊
供
養

の
た
め
で

あ

つ
て
、
光
孝
天
皇
陵
内
に
建
て
ら
れ
た
も

の
で
あ

つ
た
と
い
え
る
。

三

仁
和
寺

の
初
代
別
当
が
天
台
宗

の
幽
仙
で
あ

つ
た
こ
と
は
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
仁
和
寺
が
天
台
宗
系
の
寺
と
し
て
出
発
し

た
背
景
、
特
に
宇
多
天
皇
と
天
台
宗

の
関
係
に
つ
い
て
、
み
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

幽
仙
が
仁
和
寺
別
当
で
あ

つ
た

こ
と

は
、
寛
平
二
年

(
八
九
〇
)
十

一
月
二
十

三
日
付
太
政
官
符
に
、

「右
彼
寺
別
当
権
律
師
法
橋
上
人
位

幽
仙
奏
状
偲
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
天
台
宗
の
幽
仙
が

別
当
に
選
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
小
原
洪
秀

・
紺
野
敏
文
氏
は
、
(一)

光
孝

・
宇
多
天
皇
と
幽
仙
が
親
威
関
係
に
あ

つ
た
こ
と
、
⇔
宇
多
天
皇

自
身
、
幼
少
時
か
ら
比
叡
山
で
修
行
さ
れ
た
こ
と
、
⇔
当
時
、
真
言
宗

に
比
べ
て
天
台
宗
が
隆
盛
を
み
て
い
た
こ
と
、
特

に
幽
仙
の
師
匠
筋
に

あ
た
る
円
珍

・
遍
照
が
光
孝

・
宇
多
両
帝
に
つ
か
え
て
い
た
こ
と
、
な

ど
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
説

に
留
意
し
つ
つ
、
宇
多
天
皇
と

天
台
宗
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
幽
仙
と
宇
多
天
皇
の
関
係
か
ら
み
て

い
こ
う
。
幽
仙

の
俗
系

で
あ
る
が
、
幽
仙
は
藤
原
北
家
の
出
自
で
、
左
大
臣
魚
名
の
系
譜
に
つ

ら
な
り
、
祖
父
惣
継
は
贈
太
政
大
臣
で
あ

つ
た
。
惣
継
に
は
幽
仙
の
父

宗
道
(通
)
、
仁
明
天
皇

の
女
御
で
文
徳

・
光
孝
天
皇
の
生
母
沢
子
、
藤

原
基
経

・
淑
子
の
母
な
ど
四
男
二
女
が
あ

つ
て
、
幽
仙

・
光
孝
天
皇

・

基
経

・
淑
子
は
従
兄
弟

の
関
係
に
あ

つ
た
。
し
た
が

っ
て
、
光
孝
天
皇

の
子
で
あ
る
宇
多
天
皇
と
幽
仙
は
従
兄
弟
半

の
間
柄

で

あ

つ
て
、
『
本

要
記
』
裏
書
に
よ
る
と
、
幽
仙
は
宇
多
天
皇

の
御
乳
母
の
子
と
も
考
え

ら
れ
、

二
人
の
問
に
は
密
接
な
も
の
が
う
か
が

え
る
。

つ
ぎ
に
、
幽
仙
の
経
歴
で
あ
る
が
、
『天
台
座
主
記
』
に
よ
る
と
、
「
慈

覚
大
師
弟
子
」
と
あ
る
が
、

い
つ
出
家
し
た
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。
仁

和
二
年
内
供
奉
に
任
ぜ
ら
れ
、
寛
平
元
年

(
八
八
九
)
十
月
二
日

権

律

師
に
補
さ
れ
、
同
二
年
十

一
月
二
十
三
日
付
こ
太
政
官
符
に
仁
和
寺
別

当
と
記
し
て
お
り
、
月
日
は
不
明
な
が
ら
こ
の

一
年
余
り
の
間
に
仁
和

寺
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
同
七
年
十
月
十

四
日
律

師
と
な
り
、
昌
泰
二
年

(九
〇
〇
)
十
二
月
十
四
日
延
暦
寺
別
当

に
な

り
、
同
三
年
二
月
二
十
七
日
比
叡
山

へ
の
登
山

の
途
中
、
月
輪
寺
の
馬

場
で
手
輿
か
ら
落
ち
て
示
寂
し
た
。
六
十
三
歳

で
あ

つ
た
。
幽
仙
の
経

歴
の
中
で
特
筆
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
仁
和
寺

・
延
暦
寺
両
寺

の
別
当

補
任
で
あ
る
。
特
に
、
延
暦
寺
別
当
は

二

時

に
よ
り
例
と
す
べ
か
ら
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ず
」
と
あ

つ
て
特
例
で
あ

つ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

以
上
か
ら
、
幽
仙
の
仁
和
寺
初
代
別
当
補
任
を
考
え
る
と
、
光
孝
天

皇
の
聖
霊
供
養

の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
仁
和
寺

の
別
当
に
幽
仙
が
補
任

さ
れ
た
背

景
に
は
、
宇
多
天
皇
が
従
兄
弟
半
と
い
う
親
戚
筋
に
あ
た
る

幽
仙
を
持
ち
上
げ
よ
う
と
し
て
抜
擢
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

つ
ぎ

に
、
仁
和
寺
の
初
代
別
当
に
天
台
宗

の
幽
仙
を
補
任
し
た
こ
と

は
、
初
期
の
仁
和
寺

の
性
格
を
決
定
づ
け
る
も
の
で

あ

つ
た
。
そ
こ

で
、
寛
平
法
皇

の
幼
少
期
か
ら
の
仏
道
修
行
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

『
扶
桑
略
記
』
第
廿
二
、
仁
和
五
年

(八
八
九
)
正
月
条
に

朕
、
児
童
た
り
し
よ
り
生
鮮
を
食
せ
ず
、
以
て
三
宝
に
帰
依
す
。
八
九
歳
の

間
、
天
台
山
に
登
り
、
修
事
を
事
と
為
す
。
爾
後
、
毎
年
往
き
て
寺
々
に
詣

る
。
修
行
し
て
十
七
歳
に
至
り
、
中
宮
に
沙
門
と
な
る
べ
き
の
状

を
言

ふ

に
、
答

へ
て
曰
は
く
、
「此
れ
極
め
て
善
き
こ
と
な
り
。」
と
。
後
日
、
又
答

へ
て
曰
は
く
、
「善
き
か
な
、
善
き
か
な
三
宝
を
好
む
こ
と
。
然
り
と
難
ど

も
、
暫
く
世
間
に
住
ま
ぽ
煩
悩
を
断
つ
こ
と
是
れ
難
き
の
み
」
と
。
答
へ
て

日
は
く
。
「諾
」
と
。
然
し
て
敢
て
肯
ひ
許
し
た
ま
わ
ず
。
後
四

ヶ
月
、
大

臣
鳳
賛
を
持
ち
て
先
帝
を
迎
え
奉
る
。
愚
心
倫
に
以
て
慷
戦
す
。
未
だ
復
奏

す
る
に
及
ば
ず
。
四
ヶ
年
を
歴
て
此
の
宝
位
を
伝
ふ
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
皇
は
幼
少
の
時
か
ら
生
ぐ
さ
い
も

の
を
食
べ

ず
、
仏
法
に
帰
依
し
て
す
で
に
八
九
歳

の
こ
ろ
か
ら
毎
年
比
叡
山
に
登

つ
て
仏
道
修
行
を
行
な

つ
て
い
た
。
十
七
歳

の
時
、
出
家
し
た
い
旨
を

語
る
と
、
母
も
父
も
よ
し
と
の
こ
と
で
あ

つ
た
が
、
程
な
く
し
て
父
が

天
皇
位
に
即
か
れ
、
そ
の
ま
ま
と
な

つ
た
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
記
さ
れ
た
寛
平
法
皇

の
幼
少
時
か
ら

の
仏
道
修
行
は
、
養
母

の
ご
と
き
存
在
で
あ

つ
た
藤
原
淑
子
の
影
響
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
。
淑

子
は
冬
嗣
の
長
男
長
良

の
二
女
で
、
基
経
と
は
兄
妹
の
関
係
に
あ
り
、

葛
野
麻
呂
の
第
十
子
氏
宗
と
結
婚
し
た
が
、
貞
観
十
五
年

(八
七
三
)
二

月
三
十
五
歳
で
氏
宗
と
死
別
し
て
宮
仕
え
を
は

じ
め
、
元
慶
三
年

(八

七
九
)
十

一
月
従
三
位
、
同
六
年
正
月
正
三
位

に
叙

せ
ら
れ
、
同
八
年

四
月
に
は
内
侍
に
昇
進
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
宇
多
天
皇
即
位
後
の
仁

和
三
年

(八
八
七
)
十

一
月
、
従

一
位

に
叙
せ
ら
れ
た
が
、

こ
の
時

天

皇
み
ず
か
ら

「
龍
潜
之
時
の
功
有
る
に
因
る
也
」
と
記
さ
れ
た
と
い
わ

れ
、
寛
平
九
年

(八
九
七
)
六
月
淑
子
に
年
給
を
賜
う
記
事
に

尚
侍
藤
原
朝
臣
、
於
レ朕
為
二養
母
之
勤
嚇
彷
毎
年
別
給
二橡

】
人
噛
以
為
二永

例
一云
々

と
あ

つ
て
、
淑
子
は
宇
多
天
皇
に
と

っ
て
養
母

の
ご
と
き
存
在
で
あ

つ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の

「
養
母
の
勤
」
と
は
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ

つ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
宇
多
天
皇
は
貞
観
九
年

(八
六
七
)
五
月
五
日
の
誕
生

で
あ

り
、

淑
子
は
同
十
五
年
か
ら
宮
仕
え
を
は
じ
め
た
。
宮
仕
え
の
当
初
か
ら
天

皇

の
お
そ
ば
近
く
に
仕
え
た
と
す
る
と
、
天
皇

り
七
歳

の
時
か
ら
の
こ

と
と
な
る
。
し
た
が

つ
て
、
八
九
歳
こ
ろ
か
ら
比
叡
山
に
登

つ
て
仏
道

修
行
に
励
ま
れ
た
こ
と
は
、
淑
子
か
ら
の
影
響

の
し
か
ら
し
め
る
と
こ

ろ
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。

仁
和
寺
の
創
立
と
寛
平
法
皇

(武

内
)

一
五
三
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仁
和
寺
の
創
立
と
寛
平
法
皇

(武

内
)

一
五
四

し
か
し
、
淑
子
の
事
蹟
を
み
て
い
る
と
、
天
台
宗
と
の
関
係
は
全
く

見
る
こ
と
が
で
き
ず
、

亡
夫
の
邸
宅
を
寺
と
し
て
円
成
寺
を
通
じ
て
の

真
言
僧
益
信
と
の
結
び
つ
き
を
強
く
う
か
が
う
こ
と
が

で
き

る
。
特

に
、
益
信
と
淑
子
の
関
係
は
、
『伊
呂
波
字
類
抄
』
に

「
淑
子
が

病

に

か
か
つ
た
時
、
益
信
を
請
じ
た
た
と
こ
ろ
験
を
え
て
病
が

い
え

た

の

で
、
師
檀
の
関
係
を
結
び
、
東
山
椿
峯

の
麓
の
家
を
寺
と
し
て
円
成
寺

と
し
た
」
と
み
え
る
。

こ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ

つ
た
か
は
明
確
に
す

る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
円
成
寺

の
建
立
は
寛
平
元
年
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
よ
り
少
し
前

の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
益
信
と
淑
子
と
の
関

係
は
、
宇
多
法
皇
が
出
家
し
よ
う
と
し
た
時
、
法
皇
は
天
台
で
の
出
家

を
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
淑
子
の
勧
め
に
よ
り
、
益
信
を

師
と
し
て
出
家
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
い
か
に
淑
子

が
益
信

に
ほ
れ
込
ん
で
い
た
が
、
ま
た
法
皇
と
淑
子
と
の
間
柄
が
い
か

に
深
か

つ
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
寛
平
法
皇
と
天
台
宗
と
の
関
係
は
つ
ぎ
の
ご
と

く
で
あ

る
。

寛
平

ご
・
1
・
25

内
給
を
延
暦
寺
禅
院
に
施
入
す
。

昌
泰

元
・

こ
の
年
、
上
皇
雲
林
院
に
御
幸
す
。

延
喜

二
・
4
・
1

延
暦
寺
仏
舎
利
会
に
御
幸
す
。

〃

四
.

こ
の
年
延
暦
寺
に
御
幸
す
。
御
堂
を
千
光
院
に
造
ら

し
め
給
う
。

〃

五
・
4
・
14

延
暦
寺
に
御
幸
す
。
法
橋
増
命
に
廻
心
戒
を
受
く
。

〃

六

・
過
・
17

大
法
師
増
命
を
天
台
座
主
と
す
。
法
皇
延
暦
寺
に
御

幸
し
、
蘇
悉
地
を
受
く
。

〃

一
〇

・
9

・
25

延
暦
寺
に
御
幸
す
。
座
主
増
命
に
三
部
大
法
灌
頂
を

受
く
。

〃

二
二
・
8
・
8

法
皇
、
天
台
座
主
良
勇
に
日
給
お
よ
び
年
分
度
者
を

賜
う
。

延
長

二
・
2
・
21

法
皇
、
如
意
輪
観
音
儀
軌
を
権
僧
正
増
命
に
受
く
。

3
・
14

法
皇
、
如
意
輪
観
音
儀
軌
の
疑
を
増
命
に
勅
問
す
。

12
・
14

法
皇
、
叡
山
に
御
幸
す
。

〃

四
・
6
・
27

法
皇
不
予
、
延
暦
寺
を
し
て
大
般
若
経
を
転
読
せ
し

む
。

〃

六
・
5
・
3

法
皇
、
端
午
の
宴
に
天
台
座
主
尊
意
を
召
さ
し
む
。

こ
れ
よ
り
、
益
信
か
ら
潅
頂
を
受
け
た
あ
と
も

天
台
と
の
交
流
が
頻
繁

に
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
特
に
増
命
か
ら
の
受

法

の

た

め
、

度
々
叡
山
に
御
幸
し
て
い
る
こ
と
は
、
法
皇
の
天
台
宗
に
対
す
る
並

々

な
ら
ぬ
も

の
を
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

寛
平
法
皇
と
天
台
宗
と
の
関
係
が
い
か
な
る
契
機
で
も

つ
て
は
じ
ま

つ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
日
残
る
史
料
か
ら

は
あ
ま
り
明
確

に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

仁
和
寺
、
寛
平
法
皇
、
掌
多
天
皇
、
幽
仙
、
藤
原
淑
子

(高
野
山
大
学
助
教
授
)
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